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⽇ごろから、介護保険事業の推進に御協⼒いただき、厚くお礼申し上げます。 
今回のテキセイカだよりは、「複数の要介護者（要支援者）がいる世帯の生活援助の算定」について

です。なお、ここでは要支援者の訪問型サービス（家事部分）についても生活援助と呼びます。 
    １１１１    取扱いについて取扱いについて取扱いについて取扱いについて            

●同一世帯で複数の利⽤者が、同一時間帯に生活援助を利⽤する場合、全員のケアプラン上に位置
付ける必要があります。その場合、要介護者（要支援者）間で適宜所要時間を振り分けます。 

 【参考】「平成12年⽼企第36号」第二 １（５） 
●要介護者と要支援者の世帯においても、要介護者のケアプランにのみ位置付けて、要支援者のケ

アプランに位置付けずに算定することは原則できません。（逆の場合も同様） 
 
 

 
●一回の利⽤時間を該当者間で按分するのではなく、週単位もしくは⽉単位で同一回数になるよう 

に按分してください。 
 ※複数の利⽤者の生活援助を連続して位置付けて、２回分の算定を⾏うことはできません。 
 ※均等に按分ができない場合は、互いの役割等を加味して、多少の偏りがあっても構いません。 
 
 
 
 
 

 
 
例）要介護２の夫と要介護１の妻 二人世帯 

火曜日の午前９時から10時まで二人分の⽣活援助を利⽤する場合 
 ✖︓一回の利⽤時間を該当者間で按分する 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

第１週目第１週目第１週目第１週目    
9999：：：：00000000～～～～9999：：：：30303030        夫         

9999：：：：30303030～～～～10101010：：：：00000000        妻         

第２週目第２週目第２週目第２週目    
9999：：：：00000000～～～～9999：：：：30303030        夫         

9999：：：：30303030～～～～10101010：：：：00000000        妻         

第３週目第３週目第３週目第３週目    
9999：：：：00000000～～～～9999：：：：30303030        夫         

9999：：：：30303030～～～～10101010：：：：00000000        妻         

第４週目第４週目第４週目第４週目    
9999：：：：00000000～～～～9999：：：：30303030        夫         

9999：：：：30303030～～～～10101010：：：：00000000        妻         

   複数の要介護（要支援者）がいる世帯の 

生活援助の算定について 

 
ケアプランは本人の支援が記載されたものであり、家族の生活援助は対象に含まれないため。 

なぜ？ 

 
・１回の訪問には、制度上訪問時間の上限は定められていないため。 
・１回の訪問にはヘルパーの初動時間が含まれているため。 
・本来２回⾏われるはずの世帯への⾒守り回数が１回に減ってしまうため。 
→別の要介護者の⽀援を連続して⾏ったとしても、２回に分けて算定することはできない。 
 

なぜ？ 
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〇 
〇︓⽉単位で同一回数になるように按分する 

    日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

第１週目第１週目第１週目第１週目    9999：：：：00000000～～～～10101010：：：：00000000    
    

夫 
        

            

第２週目第２週目第２週目第２週目    9999：：：：00000000～～～～10101010：：：：00000000    
    

妻 
        

            

第３週目第３週目第３週目第３週目    9999：：：：00000000～～～～10101010：：：：00000000    
    

夫 
        

            

第４週目第４週目第４週目第４週目    9999：：：：00000000～～～～10101010：：：：00000000    
    

妻 
        

            

    ２２２２    算定方法算定方法算定方法算定方法とサービス内容についてとサービス内容についてとサービス内容についてとサービス内容について            

●複数の利⽤者間の算定については、実際のサービスと算定とが必ずしも一致しない場合があり得
ます。 

例）要介護１の夫、要⽀援２の妻二人世帯 二人分の調理のために⽣活援助を利⽤する場合 
夫（もしくは妻）の算定⽇についても、夫婦二人分の調理を⾏う為、夫の分のみ調理するとい 
うことにはならない。実際にはどちらか一方のみ算定するが、サービスは二人に対して⾏う。 

  ※妻が訪問型サービスAを利⽤する場合も同様の算定方法とします。この場合、どちらも対応でき 
る事業所が望ましいと考えます。 

    ３３３３    留意事項留意事項留意事項留意事項            

●複数の利⽤者がいる場合には、訪問介護は本人の安否確認等も合わせて⾏うべきなので、利⽤者 
全員が⾃宅にいる必要があります。 

    ４４４４    ケアプランへの記載ケアプランへの記載ケアプランへの記載ケアプランへの記載についてについてについてについて            

 ●ケアプランへ記載する際には、該当の⽇数を利⽤者全員に振り分けて記載します。 
例）夫婦二人に対し週２回⽣活援助のサービス提供を⾏う場合 
◇居宅サービス計画書第２表「頻度」（介護予防サービス支援計画表「期間」）の欄にそれぞれの 

請求回数を記載する。その上で二人合わせた頻度を記載する。（手書き可） 
※夫のプランの記載例︓週１回（妻は週１回、合わせて週２回） 
◇週間サービス計画表（第３表）に夫婦二人に対し、週２回サービスが提供されていることが分か 

るように記載する。 
※夫のプランの記載例 

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

  生活援助   
生活援助

（妻） 
      

 
 
 

 

支給限度額や負担割合の違い等の理由で、一人に偏った生活援助の算

定をすることは適正とは言えません。 

世帯全体に必要な生活援助の量を均等に按分してケアプランに位置付

けるようにしましょう。 

 

 

 

 

介護給付適正化担当 
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